
静岡県ギャンブル等依存症対策連絡協議会設置要綱

（目的）

第１条 ギャンブル等依存症対策基本法（平成 30 年 10 月５日施行）及びギャ

ンブル等依存症対策推進基本計画（平成 31 年４月 19 日閣議決定）を受け、

ギャンブル等依存症対策を総合的に推進することを目的として、静岡県ギャ

ンブル等依存症対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 協議会は次に掲げる事項を所掌する。

（１）県のギャンブル等依存症対策に係る計画の策定に関すること。

（２）（１）の計画の進捗状況の評価に関すること。

（３）その他ギャンブル等依存症対策を推進するために必要な事項に関するこ

と。

（組織及び役員）

第３条 協議会は、ギャンブル等依存症に関連する団体の推薦を受けた者、学

識経験者、行政機関（静岡県保健所長会を除く。）、教育委員会及び警察本部

からなる委員で組織する。

２ 協議会に会長をおき、会長は、委員の互選によって定める。

３ 協議会の議長は、会長が行う。

４ 協議会の副会長は、会長が指名し、会長に事故があるとき、その職務を代

理する。

５ 議題の内容によっては委員を追加することができる。

６ 県の関連行政機関は必要に応じて協議会に出席する。

７ 協議会は、静岡県依存症対策連絡協議会のギャンブル等依存症部会に位置

づける。

（任期）

第４条 委員の任期は３年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 任期途中の委員の欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（庶務）

第５条 協議会の庶務は、健康福祉部障害者支援局障害福祉課が行う。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、

会長が定める。

附 則

この要綱は、令和２年７月９日から施行する。


